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 明石市内の遊漁船業者による資源管理の取組み 

～全国初！タコマイレージ制度の導入～ 

 

明石市内の５漁協で構成する明石市漁業組合連合会（会長：大西賀雄）は、各漁協に

所属する遊漁船業者（遊漁船業の適正化に関する法律に基づき遊漁船業登録を受けた

者）で構成する同会遊漁船部会が、昨年、マダコ資源が低迷したため、遊漁船の利用者

（遊漁者）と一体となって、タコの資源管理に取り組みます。 

取組内容は、遊漁船の利用者に釣獲したマダコのうちリリース用マダコ（100g 超の

マダコ。100g以下は県規則で採捕禁止。）の提供協力を得られるよう促す体制を構築し

ていきます。遊漁船業者とその利用者だけでなくタコを利用するすべての関係者に幅

広くマダコ資源管理の意識向上を促すとともに、マダコ資源の改善を図ります。 

 

記 

 

１ 実施日時  令和４年５月 1 日（日）～ 

２ 場 所  播磨灘海域 

３ 事業主体  明石市漁業組合連合会 

４ 取 組 船  明石市内の５漁協（明石浦、林崎、江井ヶ島、東二見、西二見）に所 

属する遊漁船 ３０隻（R4 年 3 月末現在） 

５ 内 容  遊漁船業者は、遊漁船の利用者に対してリリース用マダコの提供数に 

応じてポイント（タコマイレージ）を付与。 

        一定のポイントをためるとオリジナルステッカーを進呈（金、銀、銅 

などリリースへの貢献度により区別。別添参照） 

利用者から提供を受けたマダコは、漁業者と協議した海域へ放流。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 問合せ先    ○明石市漁業組合連合会 

         事務局：東二見漁業協同組合 

         電話 ０７８－９４２－２０２０ 

        ○その他（県民局ではこの活動を支援しています） 

          加古川農林水産振興事務所水産漁港課 

          電話 ０７９－４２１－９３４９・９１６２ 


